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愛媛県緊急時モニタリング実施要領 新旧対照表（変更箇所抜粋） 

新 旧 備考 

１ 目的 

本要領 は、「愛媛県緊急時モニタリング計画」に基づく緊急時モ

ニタリング等の適切な実施に必要な事項を定める。

２ 定義 

本要領 において使われる用語は下記のとおりとする。 

＜略＞ 

３ 緊急時モニタリングの実施体制 

＜略＞ 

３－２－１ 愛媛県モニタリング本部の体制 

警戒事態における対応は、愛媛県モニタリング本部によるも

のとし、体制は次のとおりとする。 

＜略＞ 

３－２－２ 愛媛県モニタリング本部  の業務内容等  

愛媛県モニタリング本部の業務内容等は次のとおりとする。 

＜略＞ 

３－３－１               ＥＭＣ の体制 

施設敷地緊急事態発生後から全面緊急事態における対応は、

ＥＭＣによるものとし、体制は次のとおりとする。 

＜略＞ 

３－３－２ ＥＭＣ  の業務内容等 

ＥＭＣの業務内容等は次のとおりとする。 

１ 目的 

この要領は、「愛媛県緊急時モニタリング計画」に基づく緊急時モ

ニタリング等の適切な実施に必要な事項を定める。

２ 定義 

この要領において使われる用語は下記のとおりとする。 

＜略＞ 

３ 緊急時モニタリングの実施体制 

＜略＞ 

３－２－１ 愛媛県モニタリング本部の組織 

警戒事態における対応は、愛媛県モニタリング本部によるも

のとし、組織は次のとおりとする。 

＜略＞ 

３－２－２ 愛媛県モニタリング本部組織の業務内容及び設

置場所 

愛媛県モニタリング本部組織 は次のとおりとする。 

＜略＞ 

３－３－１ 緊急時モニタリングセンター（ＥＭＣ）の組織 

施設敷地緊急事態発生後から全面緊急事態における対応は、

ＥＭＣによるものとし、組織は次のとおりとする。 

＜略＞ 

３－３－２ ＥＭＣ組織の業務内容及び設置場所 

ＥＭＣ組織    は次のとおりとする。 
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新 旧 備考 

＜略＞ 

 

３－５ ＥＲＣ          及びＯＦＣ        

    との関係 

 

＜略＞ 

 

３－９ 関連情報・資料の準備   

モニタリングの円滑な実施を図るため、次の関連情報・資料を

整備する。 

(1) モニタリング地点 

ア 固定観測局（モニタリングステーション及びモニタリン

グポスト） 

イ 通信機能付き電子線量計 

ウ 大気中放射性物質濃度観測局（ダストモニタ、大気モニ

タ、ヨウ素サンプラ） 

エ 可搬型モニタリングポスト 

オ 積算線量計 

カ 走行測定 

キ 環境試料 

ク 土壌採取試料 

ケ 陸水採取試料 

(2) 報告様式 

 

なお、次の関連情報・資料については、愛媛県地域防災計画（原

子力災害対策編：資料編）を参照する。 

(1) モニタリング資機材 

(2) 放射線測定地点と避難等防護措置実施区域の関連付け 

(3) 原子力防災対策重点区域の範囲 

(4) 原子力防災対策重点区域の人口、世帯数 

(5) 原子力防災対策重点区域の飲料水の状況 

(6) 原子力防災対策重点区域の農畜林水産物の生産等の状況 

(7) 原子力防災対策重点区域の気象状況 

(8) 原子力防災対策重点区域の道路状況 

(9) 伊方発電所の概要 

       

＜略＞ 

 

３－５ 原子力災害対策本部放射線班及びオフサイトセンター

放射線班との関係 

 

＜略＞ 

 

３－９ 関連情報・資料の準備   

モニタリングの円滑な実施を図るため、次の関連情報・資料を

整備する。 

(1) モニタリング地点 

ア 固定観測局（モニタリングステーション及びモニタリン

グポスト） 

イ 通信機能付き電子線量計 

ウ 大気中放射性物質濃度観測局（ダストモニタ、大気モニ

タ、ヨウ素サンプラ） 

エ 可搬型モニタリングポスト 

オ 積算線量計 

カ 走行測定 

キ 環境試料 

ク 土壌採取試料 

ケ 陸水採取試料 

       

 

                            

                   

(2) モニタリング資機材 

(3) 放射線測定地点と避難等防護措置実施区域の関連付け 

(4) 原子力防災対策重点区域の範囲 

(5) 原子力防災対策重点区域の人口、世帯数 

(6) 原子力防災対策重点区域の飲料水の状況 

(7) 原子力防災対策重点区域の農畜林水産物の生産等の状況 

(8) 原子力防災対策重点区域の気象状況 

(9) 原子力防災対策重点区域の道路状況 

(10) 伊方発電所の概要 

(11) 報告様式 
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新 旧 備考 

４ 緊急時モニタリングの実施 

 

＜略＞ 

 

４－１－３ 環境試料中の放射性物質の濃度 

  環境試料中の放射性物質の濃度は、防護措置の判断材料及び

住民等と環境への放射線影響の評価材料の提供、沈着した放射

性物質の拡がりの確認等、試料ごとに測定目的が異なる。 

本要領  において、環境試料は、土壌、飲食物（飲料水を

含む）、その他の環境試料（降水、陸水、海水、河底土、湖底土、

海底土、指標生物等）に分類し、「４－４－４ 全面緊急事態」

において、採取地点の選定の考え方等を記載する。 

 

＜略＞ 

 

４－４－４ 施設敷地緊急事態 

施設敷地緊急事態においては、原子力施設において公衆に放

射線による影響をもたらす可能性のある事態が生じているこ

とから、国が速やかにＥＭＣを設置して、事象の進展を把握す

るため、緊急時モニタリング実施計画に基づき、緊急時モニタ

リングを開始する。 

なお、愛媛県は、国が「緊急時モニタリング実施計画」を策

定するまでの間は、「愛媛県緊急時モニタリング計画」及び本

要領  に基づき、ＥＭＣ構成要員として、緊急時モニタリン

グを実施する。 

 

＜略＞ 

 

４－４－５ 全面緊急事態 

全面緊急事態に至った直後には、屋内退避している住民の避

難や一時移転等の追加の防護措置を迅速に実施する必要があ

るため、ＯＩＬに基づく防護措置の実施の判断材料の提供のた

めのモニタリングを優先することとし、愛媛県は、ＥＭＣ構成

要員として、緊急時モニタリング実施計画に基づき、次の緊急

時モニタリングを実施する。 

 

４ 緊急時モニタリングの実施 

 

＜略＞ 

 

４－１－３ 環境試料中の放射性物質の濃度 

  環境試料中の放射性物質の濃度は、防護措置の判断材料及び

住民等と環境への放射線影響の評価材料の提供、沈着した放射

性物質の拡がりの確認等、試料ごとに測定目的が異なる。 

本実施要領において、環境試料は、土壌、飲食物（飲料水を

含む）、その他の環境試料（降水、陸水、海水、河底土、湖底土、

海底土、指標生物等）に分類し、「４－４－４ 全面緊急事態」

において、採取地点の選定の考え方等を記載する。 

 

＜略＞ 

 

４－４－４ 施設敷地緊急事態 

施設敷地緊急事態においては、原子力施設において公衆に放

射線による影響をもたらす可能性のある事態が生じているこ

とから、国が速やかにＥＭＣを設置して、事象の進展を把握す

るため、緊急時モニタリング実施計画に基づき、緊急時モニタ

リングを開始する。 

なお、愛媛県は、国が「緊急時モニタリング実施計画」を策

定するまでの間は、「愛媛県緊急時モニタリング計画」及び本

実施要領に基づき、ＥＭＣの構成員として、緊急時モニタリン

グを実施する。 

 

＜略＞ 

 

４－４－５ 全面緊急事態 

全面緊急事態に至った直後には、屋内退避している住民の避

難や一時移転等の追加の防護措置を迅速に実施する必要があ

るため、ＯＩＬに基づく防護措置の実施の判断材料の提供のた

めのモニタリングを優先することとし、愛媛県は、ＥＭＣの構

成員として、緊急時モニタリング実施計画に基づき、次の緊急

時モニタリングを実施する。 
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新 旧 備考 

＜略＞ 

 

４－５－４ 施設敷地緊急事態 

施設敷地緊急事態においては、原子力施設において公衆に放

射線による影響をもたらす可能性のある事態が生じているこ

とから、国が速やかにＥＭＣを設置して、事象の進展を把握す

るため、緊急時モニタリング実施計画に基づき、緊急時モニタ

リングを開始する。 

なお、愛媛県は、国が策定する「緊急時モニタリング実施計

画」が策定されるまでの間は、「愛媛県緊急時モニタリング実

施計画」及び本要領  に基づき、ＥＭＣ構成要員として、緊

急時モニタリングを実施する。 

 

＜略＞ 

 

４－５－５ 全面緊急事態 

全面緊急事態に至った直後には、屋内退避している住民の避

難や一時移転等の追加の防護措置を迅速に実施する必要があ

るため、ＯＩＬに基づく防護措置の実施の判断材料の提供のた

めのモニタリングを優先することとし、愛媛県は、ＥＭＣ構成

要員として、緊急時モニタリング実施計画に基づき、次の緊急

時モニタリングを実施する。 

 

＜略＞ 

 

６ モニタリング要員の被ばく管理及び防護措置 

 ６－１ 被ばく管理方法 

ＥＭＣ構成要員の派遣元機関は、被ばくの可能性がある環境下

で活動するＥＭＣ構成要員の被ばく線量について、当該要員等か

ら報告を受け、適切に管理する。 

ＥＭＣは測定分析担当に安全管理責任者を置く。       

                              

                              

                             

安全管理責任者は、被ばくの可能性がある環境下で活動するＥ

ＭＣ構成要員の被ばく線量について、当該要員から報告を受け、

＜略＞ 

 

４－５－４ 施設敷地緊急事態 

施設敷地緊急事態においては、原子力施設において公衆に放

射線による影響をもたらす可能性のある事態が生じているこ

とから、国が速やかにＥＭＣを設置して、事象の進展を把握す

るため、緊急時モニタリング実施計画に基づき、緊急時モニタ

リングを開始する。 

なお、愛媛県は、国が策定する「緊急時モニタリング実施計

画」が策定されるまでの間は、「愛媛県緊急時モニタリング実

施計画」及び本実施要領に基づき、ＥＭＣの構成員として、緊

急時モニタリングを実施する。 

 

＜略＞ 

 

４－５－５ 全面緊急事態 

全面緊急事態に至った直後には、屋内退避している住民の避

難や一時移転等の追加の防護措置を迅速に実施する必要があ

るため、ＯＩＬに基づく防護措置の実施の判断材料の提供のた

めのモニタリングを優先することとし、愛媛県は、ＥＭＣの構

成員として、緊急時モニタリング実施計画に基づき、次の緊急

時モニタリングを実施する。 

 

＜略＞ 

 

６ モニタリング要員の被ばく管理及び防護措置 

 ６－１ 被ばく管理方法 

                             

                              

               

ＥＭＣ測定分析担当に安全管理責任者を置き、ＥＭＣ測定分析

担当の要員は、個人の被ばく線量を安全管理責任者に報告する。

安全管理責任者は、要員の被ばく状況を取りまとめ、企画調整グ

ループに報告することでＥＭＣセンター長と情報を共有する。 

                             

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載、用語の統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

・用語の統一 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力災害対策

指針の改正（令和４

年７月６日）を踏ま

え、ＥＭＣ構成要員

の派遣元機関にお

ける被ばく管理の

責任を明確化 

 

 



5 

 

新 旧 備考 

企画調整グループに報告することでＥＭＣセンター長と情報を

共有する。 

 

６－２ 防護措置 

ＥＭＣ構成要員の派遣元機関は、被ばくの可能性がある環境下

で活動するＥＭＣ構成要員に、防護服、防護マスク等を携行させ

る。 

なお、愛媛県は、必要に応じ当該要員に対して、愛媛県が保有

する防護服、防護マスク等を貸与又は支給する。 

ＥＭＣセンター長は、当該要員               

                    に対して、防護服、

防護マスク等の着用を指示し、安全管理責任者を通じて各要員に

伝達する。 

また、企画調整グループは、個人の被ばく線量と、当該要員の

派遣元機関が定める被ばく線量限度を考慮して指示書を作成し、

安全管理責任者の確認を受ける。 

 

６－３ 安定ヨウ素剤の服用 

ＥＭＣ構成要員の派遣元機関は、被ばくの可能性がある環境下

で活動するＥＭＣ構成要員に、安定ヨウ素剤を携行させる。   

 なお、愛媛県は、必要に応じ当該要員に対して、愛媛県が保有

する安定ヨウ素剤を貸与又は支給する。 

ＥＭＣセンター長は、ＥＲＣからの指示を受け、       

   安全管理責任者を通じて当該要員に安定ヨウ素剤の服用

について伝達する。（服用の決定、方法等については、国の運用指

針に従う。） 

 

 

６－４ 退避指示 

ＥＭＣセンター長は、現地の状況を踏まえ、ＥＭＣ 構成要員 

の安全確保が難しい状況に至った際又はそのおそれがあると判

断した場合は、ＥＭＣ測定分析担当総括・連絡班を通じて当該要

員       に対して活動の中止及び退避指示を出す。当該

要員は指示に従い、速やかに緊急時モニタリング活動を中止して

退避する。 

ただし、当該要員       自身が安全の確保が難しいと

                              

      

 

６－２ 防護措置 

                             

                              

   

                             

                       

ＥＭＣセンター長は、放射性物質による汚染又はその恐れがあ

る場所においてモニタリング活動を行う要員に対して、防護服、

防護マスク等の着用を指示し、安全管理責任者を通じて各要員に

伝達する。 

また、企画調整グループは、個人の被ばく線量と、要員  の

派遣元機関が定める被ばく線量限度を考慮して指示書を作成し、

安全管理責任者の確認を受ける。 

 

６－３ 安定ヨウ素剤の服用 

安全管理責任者      は、ＥＭＣ測定分析担当測定・採

取班の要員に        安定ヨウ素剤を携行させる。服用

については、                        

                              

          ＥＲＣからの指示を受け、ＥＭＣセンタ

ー長が安全管理責任者を通じて各要員 に           

    伝達する。（服用の決定、方法等については、国の運用指

針に従う。） 

 

 

６－４ 退避指示 

ＥＭＣセンター長は、現地の状況を踏まえ、ＥＭＣの構成要員

の安全確保が難しい状況に至った際又はその恐れ があると判

断した場合は、ＥＭＣ測定分析担当総括・連絡班を通じて緊急時

モニタリング要員に対して活動の中止及び退避指示を出す。各要

員 は指示に従い、速やかに緊急時モニタリング活動を中止して

退避する。 

ただし、緊急時モニタリング要員自身が安全の確保が難しいと
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する旨を追記 
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元機関の役割を明

確化するとともに、

資機材については、

愛媛県から貸与等

する旨を追記 
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新 旧 備考 

判断した場合は、指示を待たずに速やかに退避し、その旨をＥＭ

Ｃ測定分析担当総括・連絡班へ伝える。 

なお、現地での判断を可能とするため、各測定チームに、緊急

時モニタリング及び放射線防護に関する事項について研修及び

訓練を受けた者 を１名以上配置する。 

 

＜略＞ 

 

８ 要領の見直し 

本要領は、国の関係規程（原子力災害対策指針、緊急時モニタ

リングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）、緊急時モニ

タリングセンター設置要領  等）の改正等、測定技術の向上及

び社会環境等の変化に対応し、随時見直しを行う。 

 

＜略＞ 

 

判断した場合は、指示を待たずに速やかに退避し、その旨をＥＭ

Ｃ測定分析担当総括・連絡班へ伝える。 

なお、現地での判断を可能とするため、各測定チームに、緊急

時モニタリング及び放射線防護に関する事項について研修及び

訓練を受けた要員を１名以上配置する。 

 

＜略＞ 

 

８ 要領の見直し 

本要領は、国の関係規程（原子力災害対策指針、緊急時モニタ

リングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）、伊方緊急時

モニタリングセンター運営要領等）の改正等、測定技術の向上及

び社会環境等の変化に対応し、随時見直しを行う。 

 

＜略＞ 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 




